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令和８年度ひがししらかわ魅力発信事業 

業務委託公募型プロポーザル審査募集要領 

 

１ 事業の目的 

若者の流出や少子高齢化による深刻な人口減少に加え、モータリゼーション

の進展により地方ローカル線を取り巻く環境は厳しいものとなっており、ＪＲ

水郡線（福島県郡山市～茨城県水戸市）についても、利用客の減少等に伴い、

大きな赤字を抱えている。このような状況から利用客の増加に向けて、沿線住

民等を対象に水郡線を利用した体験イベントを行い、マイレール意識の醸成を

図るとともに沿線町村の魅力を発信することを目的とする。 

 

２ 業務名 

  令和８年度ひがししらかわ魅力発信業務 

 

３ 業務委託概要 

（１）業務委託期間 

   契約締結の日から令和９年１月２２日（金）まで 

（２）見積限度額 

1,500,000円（消費税及び地方消費税額を含む） 

 

４ 委託内容 

  別紙仕様書（案）のとおり 

 

５ 企画提案書の審査及び委託候補者の選定方法 

（１）選定方式：公募型企画プロポーザル方式 

ア 書面審査（１次審査） 

期限までに提出のあった企画提案書について書面審査を行い、２次審 

査におけるプレゼンテーション対象者（上位３社程度）を選定する。 

ただし、各社から参加表明書の提出を受け、参加資格確認の結果、参加 

者が３社程度の場合は、書面審査（１次審査）の実施を省略し、下記イの 

２次審査へ移行するものとする。 

イ プレゼンテーション審査（２次審査） 

１次審査で選定された対象者から、提出書類等によるプレゼンテーシ 

ョンを受けて、本業務に最も優れた提案者を選定する。 

（２）企画提案書に盛り込む内容 

ア 仕様書（案）「３ 業務内容」に係る具体的な企画内容及びスキーム 

イ 業務実施体制 

責任者、人員配置計画、役割分担、連絡体制等、過去の実績（県事業や 

類似事業など）等。 

ウ 業務実施スケジュール 

想定される年度スケジュールを表形式で示すこと。 

エ 費用見積書 

委託内容の費目ごとの内訳が分かるように記載し、費用の総額につい 
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て見積もること。 

 

６ プロポーザル参加の条件 

本プロポーザルに参加する者は、以下に掲げる資格要件を全て満たす者と 

する。 

（１）本事業の目的に沿った企画等を実施できる法人格を持つ団体であること。 

（２）常に県との連絡調整や打合せができるように体制を整えておける者であ

ること。 

（３）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（４）募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、本県及び国

の機関における入札参加資格制限措置要綱等の規定に基づく入札参加制限

中の者でないこと。（国の機関に係るものは贈賄、独占禁止法違反行為、

公契約関係競売等妨害等に起因する案件に限る。） 

（５）会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立

てをした者若しくはなされた者（同法第41条第1項に規定する更生手続き

開始の決定を受けた者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225

号）の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者（同

法第33条第1項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）で

ないこと。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77

号）第2条第2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しな

いほか、次に掲げる者でないこと。 

ア 役員等（提出者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関

与している者を、提出者が法人である場合にはその役員、又はその支店

又は若しくは常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に

関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団又は暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。）。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど

している者。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若

しくは関与している者。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に

利用するなどしている者。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ている者。 

（７）プロポーザル実施日前３年間における団体の事業等において、刑法等の

重大な法令に違反して処罰等を受けていないこと。 

（８）都道府県税を滞納している者でないこと。 

（９）消費税または地方消費税を滞納している者でないこと。 
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（10）関係法令の手続等を遵守していること。 

（11）総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類を整備していること。 

 (12) 旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第３条に規定する登録を受けて

いること。 

（13）その他、県との協議に柔軟、真摯に対応できること。 

 

７ スケジュール 

  項 目 日 程 

公募開始 令和 8年 5月 8日（金） 

質問受付 令和 8年 5月 8日（金）～5月 13日（水） 

質問回答 令和 8年 5月 15日（金）17時まで 

参加表明書提出期限 令和 8年 5月 18日（月）17時まで 

参加資格審査結果通知 令和 8年 5月 19日（火）以降 

企画提案書提出期限 令和 8年 5月 22日（金）17時まで 

書面審査（１次）の実施・結果の通知 令和 8年 5月 26日（火）以降 

プレゼンテーションの実施 令和 8年 6月 1日（月）午後 

審査結果発表及び通知 令和 8年 6月 2日（火）以降 

契約締結 令和 8年 6月上旬以降（予定） 

 

８ 質問書の受付 

（１）受付期間 

令和８年５月８日（金）～令和８年５月１３日（水）１７時（必着）まで 

（２）提出方法 

質問書（第１号様式）により、メールまたは FAXで、事務局へ提出してく 

ださい。電話による質問には応じません。 

※必ず着信確認を行うこと。 

（３）提出先 

   下記１４のとおり 

（４）回答 

質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれの 

あるものを除き、令和８年５月１５日（金）１７時までに県南地方振興局

ホームページに掲載します。 

なお、質問社名は公表しません。 

 

９ 参加表明書の提出 

企画プロポーザルに参加する意思のある者は、参加表明書（第２号様式）を 

下記期限までに提出してください。 

なお、この提出がない者の企画提案は受け付けません。 

（１）提出期限 

令和８年５月１８日（月）１７時まで（必着） 

（２）提出方法 

持参、郵送又は FAXとします。 

※持参による提出の受付時間は以下のとおりとします。 
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 月曜日～金曜日（祝日を除く）の８時３０分～１７時 

※郵送の場合は、令和８年５月１８日（月）必着で送付してください。到 

着しない場合、特に瑕疵を伴わない事情を除き、受け付けません。 

※FAXの場合は、必ず着信確認を行うこと。 

（３）提出先 

   下記１４のとおり 

 

10 参加資格の審査 

プロポーザル参加予定者の参加資格要件の適否を確認後、令和８年５月１９

日（火）以降に「参加資格確認通知書（第３号様式）」により通知します。 

なお、上記４（１）アの書面審査（１次審査）の実施を省略する場合は、そ

の旨も併せて通知します。 

 

11 企画提案書等の提出 

企画プロポーザルに参加する意思のある者は、参加表明書（第２号様式）の 

提出を行った上で、企画提案書等を下記期限までに提出してください。 

（１）提出期限  

令和８年５月２２日（金）１７時まで（必着） 

（２）提出方法 

郵送又は持参とします。 

※郵送の場合は、令和８年５月２２日（金）必着で送付してください。到

着しない場合、特に瑕疵を伴わない事情を除き、受け付けません。 

※持参による提出の受付時間は以下のとおりとします。 

  月曜日～金曜日（祝日を除く）の８時３０分～１７時 

（３）提出先 

   下記１４のとおり 

（４）提出書類 

ア 企画提案書 ８部 任意様式（Ａ４判） 

※仕様書（案）に対応する提案内容及び見積（総額及び内訳）、スケジ 

ュール、実施体制について、必ず盛り込むこと。 

イ 会社概要  １部 第４号様式 

ウ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書 

   １部  第５号様式 

 

12 プレゼンテーション審査（２次審査） 

（１）審査会 

ア 開催日時 令和８年６月１日（月）午後 予定 

※プレゼンテーションの順番は、参加表明書の提出順とします。詳細な 

時間は、参加者が決定次第、通知します。 

イ 開催方法 

・オンラインにより実施します。 

・出席者は、１社２名以内とします。 

・内容は、企画提案書の説明、審査委員からの質疑とします。 
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・説明時間は１５分、質疑時間は１０分、計２５分程度を予定していま 

す。 

 

（２）審査方法 

各者からの企画提案を受け、福島県はこれを総合的に評価し、業務委託予 

定者（単独随意契約の予定者）を選定します。（審査基準は次のとおり） 

（３）審査基準及び配点 

 

 

 

※ 参加表明書提出時点で、適切な価格転嫁に係るパートナーシップ構築宣言を行

い、公表（「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト上（https://www.biz-

partnership.jp/list.php））されている場合は５点の加点措置を行います。 

※ 適切な価格転嫁に係るパートナーシップ構築宣言の詳細については、以下の

URL、または二次元コードをご参照ください。 

▶https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/partnership.html 

（４）評価方法 

・審査項目毎に評価点を付します。 

・評価基準は以下のとおりとします。 

点数 評価 

５ 優れている 

４ やや優れている 

３ 普通 

２ やや劣る 

１ 劣る 

 審査項目 評価基準 配点 

業務 

遂行 

能力 

等 

業務体制 ・業務を実施する上で十分な体制であるか。 10 

スケジュール 
・業務を円滑に実施できる計画であるか。 

・進行管理体制は適切か。 
10 

業務業績 ・本事業と類似の業務の受注実績があるか。  5 

企画 

提案 

内容 

実施方針 

（業務理解） 

・本事業の目的や業務内容を理解している

か。 

・仕様書等の内容を満たしているか。 

20 

企画提案 

（体験内容） 

・具体的で、実現性の高い提案となっている

か。 

・「水郡線をまた利用したい」と思わせる内

容となっているか。 

25 

企画提案 

（独創性） 

・仕様書に記載されていない活用可能な提案

や、独創的な工夫があるか。 
25 

業務経費 ・業務経費は適正であるか。  5 

加算措置 
・適切な価格転嫁に係るパートナーシップ構

築宣言を行い、公表されているか。 
 5 

https://www.biz-partnership.jp/list.php
https://www.biz-partnership.jp/list.php
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（５）業務委託予定者の選定 

ア 各審査委員が評価点の合計得点を算出します。 

イ 審査票の合計得点により、審査委員ごとに事業者の順位を決定します。 

ウ 各審査委員の順位の平均が最も上位の者※を業務委託予定者（単独随意 

契約の予定者）とします。なお、プロポーザル参加者が１者の場合、全審 

査委員の合計得点（加点措置分の点数を除く）の平均が７割以上であるこ 

とを条件とします。 

※順位の平均が同率となった場合は、各審査委員の評価点の合計得点を比較し、

合計得点が高い事業者を上位とします。なお、合計得点も同点の場合は、当該

事業者の評価に関して審査委員で協議の上、最終的な順位を決定します。 

（６）審査結果の通知・公表等 

ア 審査結果 

審査結果は、プロポーザル審査参加者全員に通知するとともに、業務委

託予定者名を県南地方振興局ホームページにて公表します。 

イ 審査結果に関する開示請求 

選定されなかった者は、選定されなかった理由をその通知の日の翌日 

から起算して２週間以内に審査結果開示請求書（第６号様式）を事務局 

に提出することにより求めることができます。 

また、その開示は書面にて行い、請求書が到達した日から起算して 10 

日以内に通知します。 

なお、開示内容は「請求者及び選定された業務委託予定者の企業名と

それぞれの審査時の総得点及び各審査委員の順位の平均」とします。 

 

13 契約等 

（１）仕様書の協議等 

選定した業務委託予定者と福島県が協議し、委託契約に係る仕様を確定 

した上で契約を締結します。 

なお、具体的な手法については、業務委託予定者の選定後、企画提案書の

提案内容を反映して決定し、仕様書を作成します。 

（２）契約金額の決定 

契約金額は協議結果に基づき仕様書を作成し、これに基づき改めて見積書

を徴取し決定します。 

なお、見積金額は見積限度額を超えないものとします。 

（３）評価内容の担保 

企画提案書に基づく履行ができなかった場合において、再度の履行が困 

難又は合理的でないときは、県は、契約金額の減額、損害賠償の請求、契約 

の解除、違約金の請求の対象とする場合があります。 

（４）権利 

本成果品の著作権は、福島県に帰属します。 

（５）その他 

  業務委託予定者と福島県との間で行う協議が整わない場合又は業務委託

予定者が契約を辞退した場合は、審査結果において総合評価が次点であった

応募者と協議します。 
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14 企画提案書等の提出に際しての留意事項 

（１）企画提案書の失格 

以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格となります。 

ア 募集要領等で示す条件に違反した企画提案書 

イ 虚偽の内容が記載されている企画提案書 

ウ 審査委員会の委員又は関係者に企画提案書に対する援助を直接的又は 

間接的に求めた者が提出した企画提案書 

（２）複数提案の禁止 

プロポーザル参加者は、複数の提案書の提出を行うことはできません。 

（３）辞退 

提出書類を提出した後に辞退する際には、辞退届（任意様式）を提出して 

ください。 

（４）費用負担 

プロポーザルに要する経費等は、参加者の負担とします。 

（５）その他 

ア 参加者は、参加表明書の提出をもって、本募集要領の記載内容を承諾し 

たものとみなします。 

イ 提案の実現可能性を検討するため、必要に応じて提案者に対し、任意で 

追加資料の提出を求めることがあります。 

ウ 提出された企画提案書等は、返却しません。 

エ 提出後における企画提案書等の内容変更、差替え又は再提出は認めませ

ん。 

 

15 事務局・書類提出先 

福島県県南地方振興局県民環境部県民生活課 

担当：佐久間 

住所 〒961-0971 福島県白河市昭和町269 

電話 0248(23)1518 FAX 0248(23)1507 

Mail kennan.kenminkankyou@pref.fukushima.lg.jp 
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【参考】地方自治法施行令第１６７条の４より抜粋 

 

 （一般競争入札の参加者の資格） 

第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほ

か、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させること

ができない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七

十七号）第三十二条第一項各号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号

のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の

期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理

人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者について

も、また同様とする。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公

正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと

き。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

たとき。 

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実

施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できない

こととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配

人その他の使用人として使用したとき。 
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